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介護予防支援・介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

重要事項説明書 
 

１．事業の目的及び運営の方針 

⑴ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）（下線部、

以下「事業」という。）は、利用者が要介護状態の予防と、可能な限り居宅におい

て自立した日常生活を営み続けるために実施するものとします。 

 ⑵ 事業は、利用者の心身の状況・環境等の課題を抽出し、その課題解決のため、介護

予防サービス・支援計画（以下「計画」という。）の作成等の支援を行います。そ

の際、利用者の選択に基づいて、適切な介護予防サービス等の提供が確保されるよ

う配慮します。 

 ⑶ 事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供される

サービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏することのないよう

配慮して実施するものとします。 

なお、計画の作成にあたって利用者から複数のサービス事業者等の紹介を求めるこ

とや、計画原案に位置付けたサービス事業者等の選定理由の説明を求めることがで

きます。 

 ⑷ 事業は、長岡京市、各地域包括支援センター、医療関係者、他のサービス事業者等

との連携を図り実施するものとします。 

 

２．事業所の概要 

⑴ 事業所の指定番号及びサービス提供地域 

事   業   所   名 長岡京市東地域包括支援センター 

所    在    地 
長岡京市神足二丁目３番１号 

長岡京市立総合交流センター２階 

電 話 番 号 ０７５－９６３－５５０８ 

Ｆ Ａ Ｘ ０７５－９５８－６９０９ 

介 護 保 険 指 定 番 号 ２６０３００００１５ 

サービスを提供する地域 長岡京市 

 

⑵ 事業所の職員体制               令和６年４月１日現在 

職 種 従事者数 勤務形態 

管理者兼主任介護支援専門員（兼職） １名 常勤で兼務 

主 任 介 護 支 援 専 門 員 １名 常勤で専従 

看 護 師 １名 常勤で兼務 

社 会 福 祉 士 
１名 常勤で兼務 

１名 非常勤で専従 

介 護 支 援 専 門 員 ３名 非常勤で専従 
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事 務 職 員 １名 常勤で兼務 

  （人員体制が変わる場合があります。） 

 

⑶ 営業日及び営業時間 

月曜日～土曜日 午前８時３０分から午後５時まで 

休業日 日曜日、祝日、年末２９日から年始３日 

 

３．事業の提供方法・内容 

  利用者の計画の作成にあたっての居宅訪問は、原則として計画作成前とし、以後必要

に応じて訪問を行い、以下のような業務を行います。 

⑴ 計画の作成 

⑵ サービス担当者会議の開催（必要時） 

⑶ モニタリングの実施（必要時） 

⑷ 介護予防に係る効果の評価 

⑸ 保険給付に係る給付管理業務 

⑹ 利用者及びサービス担当者等との連絡調整 

 

４．業務の委託 

⑴ 事業者は利用者の同意を得たうえで、利用者に提供する事業の一部を指定居宅介護

支援事業者に委託することができます。 

⑵ 利用者は、委託した指定居宅介護支援事業者の変更を申し出ることができます。 

 

５．利用料 

事業に係る費用については、利用者の負担はありません。 

ただし、介護保険が適用される場合であっても、利用者の保険料滞納等により、法定

代理受領ができない場合においては、下記の１ヵ月あたりの料金を利用者が支払ったう

えで、サービス提供証明書を発行することになります。 

サービス提供証明書を長岡京市の窓口に提出すると払い戻しされる場合があります。 

 介護予防支援 
ケアマネジメント

Ａ 

ケアマネジメント

Ｂ 

基本 ４，７２９円 ４，７２９円 ２，３６４円 

初回加算 ３，２１０円 ３，２１０円 ３，２１０円 

委託連携加算 ３，２１０円 ３，２１０円 ― 

※ 高齢者虐待防止措置未実施減算（基本報酬の1％減算） 

※ 業務継続計画未策定減算（基本報酬の1％減算）令和７年４月１日から適用 

※ 今後、「１ヵ月あたりの料金」は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定

に関する基準の改正等により変更となることがあります。 

 

その他の費用として、サービス提供実施地域以外の地域に訪問出張する場合には、実

費相当分の交通費が必要になる場合があります。 
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６．サービス内容に関する苦情 

⑴ 長岡京市東地域包括支援センターの苦情担当 

担当者名  海老原 藍 

電話番号  ０７５－９６３－５５０８ 

⑵ （1）以外に、長岡京市高齢介護課・京都府国民健康保険団体連合会に苦情を申し

出ることができます。 

   [行政機関その他苦情受付機関] 

・長岡京市役所 高齢介護課 介護保険係 ０７５－９５５－２０５９ 

・京都府国民健康保険団体連合会 ０７５－３５４－９０９０ 

   ※ 京都府国民健康保険団体連合会は、内容によって対応できない場合があります。 

 

７．事故処理 

事業者は、事業の実施によって賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに利用者の

家族等に連絡を行い、必要な措置を講じるとともに長岡京市へ報告します。 

 

８．虐待の防止に関する事項 

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じるものと

します。 

⑴ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果

について、職員に周知徹底を図ります。 

⑵ 虐待の防止のための指針を整備します。 

⑶ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

⑷ 前に掲げる措置を適切に実施するための担当者を選任します。 

⑸ 事業者は、サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者（利用者の家族等高齢者

を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、関係機

関と連携し、その解決のために必要な措置を講じるものとします。 

 

９.業務継続計画の策定等 

⑴ 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるもの

とします。 

⑵ 事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施するものとします。 

⑶ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとします。 

 

10.その他運営に関する重要事項 

⑴ 事業者は、適切な事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措

置を講じるものとします。 
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11.サービス利用に際してのお願い 

⑴ お茶やお菓子など、お心付けは一切辞退させていただきます。 

⑵ 訪問の際ペットは面談の支障にならないよう、リードにつなぐなどの配慮をお願い

します。 

 

12．事業を実施している法人の概要 

名称 ･法人種 別 社会福祉法人 長岡京市社会福祉協議会 

代表者役職・氏名 会長 小野 洋史 

法 人 所 在 地 京都府長岡京市東神足二丁目１５番２号 

連 絡 先 
電話  ０７５－９５５－５６０１ 

ＦＡＸ ０７５－９５２－２５９７ 
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事業の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び重要事項説明書の内容を説明しま

した。 

この契約が成立したことを明らかにするために、この契約書を２通作成し、利用者と事

業者それぞれが署名押印したうえで、１通ずつ保有します。 

 

事業者 

事業所名  長岡京市東地域包括支援センター 

法 人 名  社会福祉法人 長岡京市社会福祉協議会 

住  所  京都府長岡京市東神足二丁目15番2号 

代表者名  会長  小野 洋史   ㊞  

  

説 明 者              ㊞      

 

 

 私は、事業者から事業についての契約書及び重要事項の説明を受け、同意・契約し契約

書を受領しました。また、私と貴事業者との間で締結した、契約書第１３条の秘密保持に

関し、サービス担当者会議等において私及び私の家族の個人情報を契約の有効期間中用い

ることに同意しました。 

  

     年  月  日 

 

利用者 

住所:長岡京市                                

 

氏名：               ㊞ 

 

 
 

代理人（代理人を選任した場合）    

住所:                                   

      

氏名：               ㊞ 

 

 

家族 

住所:                                

 

氏名：               ㊞ 

 


